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議 案 第 ２０ 号

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例制定の件

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例を次のとおり制定する。

令和３年２月１９日提出

摂津市長 森 山 一 正

提案理由

特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償の額を改定するため、本条例を制定するもの

である。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３９年条例第

１６号）の一部を次のように改正する。

第３条第３項中「６，９００円」を「９，０００円」に改める。

別表臨時に補充された選挙管理委員会委員の項中「６，９００円」を「９，０００

円」に改め、同表公平委員会委員の項及び固定資産評価審査委員会委員の項中

「８，７００円」を「１１，０００円」に改め、同表固定資産評価員の項中「予算

の範囲内で市長が定める額」を「月額 ９８，０００円」に改め、同表ス

ポーツ推進委員の項中「年額 ３４，０００円」を「日額

９，０００円」に改め、同表社会教育委員の項から総合計画審議会委員の項まで、小

中学校通学区域審議会委員の項から人間尊重のまちづくり審議会委員の項まで、公民

館運営審議会委員の項、国民保護協議会委員の項及び市民図書館等協議会委員の項か

ら民生委員推薦会委員（市議会議員のうちから委嘱された委員を除く。）の項までの

規定中「６，９００円」を「９，０００円」に改め、同表行政不服審査会委員の項中

「８，７００円」を「１１，０００円」に改め、同表健都イノベーションパーク立地

企業等選定委員会委員の項中「６，９００円」を「９，０００円」に改め、同表ＥＳ

ＣＯ提案審査会委員の項中「８，７００円」を「９，０００円」に改め、同表民間保

育所等設置運営事業者選定委員会委員の項から市街地再開発事業事業協力者選定委員
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会委員の項まで及び地球温暖化対策地域計画策定委員会委員の項中「６，９００円」

を「９，０００円」に改める。

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。


